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１ 料金体系設定の基本原則

２ 基本料金と従量料金２ 基本料金と従量料金

３ 用途別と 径別３ 用途別と口径別

４ 逓増型料金制度

５ 諸課題５ 諸課題
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料金体系 定 基料金体系 定 基１１ 料金体系設定の基本原則料金体系設定の基本原則

●基本的に個別原価主義

各個の料金は、個々のサービスの供給のため
の原価をもとに決定するの原価をもとに決定する。

補完的 水 慮●補完的に生活用水への配慮

生活用水を低廉かつ安定的に供給するという
水道事業本来の目的から実施道 業 実施
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２２ 基本料金と従量料金基本料金と従量料金２２ 基本料金と従量料金基本料金と従量料金

◆水道料金の構成（二部料金制）

基本料金 ・・・使用水量の変動に関係

準備料金

基本料金 使用水量の変動に関係
なく必要となる経費

人件費・修繕費・減価償却費・
支払利息など

水道料金
支払利息など

従量料金 ・・・使用水量の変動に応じ
て必要となる経費

水量料金

必要 なる経費

受水費・動力費・薬品費など
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◆総括原価と料金設定イメージ
【％はイメ ジとしての 例】

水道事業の特性 料金制度＝典型的な装置産業
＝固定費が大きい

＝二部料金制

【％はイメージとしての一例】

需要家費 10%
総
括
原
価

固定的経費でメータ－や
検針徴収関係費など

基本料金 30%価
＝
料
金
で

固定費 85%

基本料金 30%

基本料金が
著しく高額と

なる

固定費を
基本料金と従量料金

で
回
収
す
べ

水道の使用料とは関係なく
固定的に必要とされる経費

料
金
設
定

そこで

基本料金と従量料金
に配賦き

費
用
等
の

で、施設維持管理費、減価
償却費、支払利息など

定

従量料金 70%

検討のポイント検討のポイント
の
総
額

変動費 5%

☆安定的な収入確保
のためには」

☆急激な変更になら
ないためには
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変動費 5%
水道の使用量に応じて発生す

る費用で、薬品費、動力費など

ないためには



３用途別と口径別３用途別と口径別３用途別と口径別３用途別と口径別

●料金体系は大別すると用途別と口径別

用途別…古くから全国で採用
口径別…近年は口径別へシフト

分 和 ０年 成 ６年

区分別事業体の比率

区分 昭和４０年 平成２６年

用途別 ９９．０％ ３４．８％

口径別 １．０％ ５４．２％

●水道料金算定要領＝口径別料金体系を基本

その他 － １１．０％

●水道料金算定要領＝口径別料金体系を基本
（昭和42年策定）

☆基本原則（個別原価主義・生活用水への配慮）
☆客観的な負担の公平性

検討のポイント
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☆客観的な負担の公平性



４４ 逓増型料金制度逓増型料金制度４４ 逓増型料金制度逓増型料金制度

逓増型料金体系

・・・使用量の増加に伴い従量料金単価が
高くなる料金体系

制度導入当時とは大きく環境が変化＝使用水量が減少

使用水量の減少率以上に料金収入が減少し経営を圧迫

供給単価（販売単価）が給水原価（製造単価）を下ま

検討のポイント

供給単価（販売単価）が給水原価（製造単価）を下ま
わる逆ザヤの状態が続いている

検討のポイント
☆逓増度を緩和し、料金体系を全体としてどこまでフラット化
するのか。
☆個別原価主義 原則を基づき 少量使 者 も本来☆個別原価主義の原則を基づき、少量使用者にも本来のコスト
に見合った負担をどこまで求めるのか。
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５５ 諸課題諸課題

課題１ 地下水利用専用水道

地 水利用 専用水道 導入による地下水利用の専用水道の導入による

水道使用量の減少が財政に影響

検討のポイント
☆実行可能な効果的な対策はあるのか

課題２ 加入金と開発負担金

☆実行可能な効果的な対策はあるのか

課題２ 加入金と開発負担金
建設拡張の時代から維持管理、更新の
時代へと変化時代 と変化

検討のポイント
☆貴重な財源のひとつとして確保するには
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☆貴重な財源のひとつとして確保するには
☆更新の時代に見合った制度とは


